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平成２０年度第１回和光市男女共同参画推進審議会議事録要約 

 

平成２０年８月２５日（月） 

午前１０時～１１時 

５０３会議室 

 

出席者：諸橋会長、細尾副会長、渡井委員、村山委員、木戸委員、土井委員 

欠席者：佐藤加代子委員、本橋委員、福島委員、上原委員、佐藤小矢香委員 

傍聴者：なし 

 

事 務 局 平成２０年度和光市男女共同参画推進審議会第１回会議を開会する。 

 

１．平成２０年度の審議会進行について 

事 務 局 

 

「和光市男女共同参画推進審議会運営予定表(第３次男女共同参画わこう

プラン策定をめざして)」にそって説明。 

 

２．ワーキングチームについて 

事 務 局 

 

 

 

 

諸 橋 会 長 

事 務 局 

 

 

諸 橋 会 長 

 

審議会のメンバーの中から、会長の他約３名を選出し、ワーキングチーム

を結成する。９～１１月の間に３回ほど集まり、｢平成１９年度和光市男

女共同参画年次報告書｣及び｢平成１９年度男女共同参画施策評価調査票｣

についてご意見をいただき、今後の施策に反映するためのたたき台とす

る。 

３名程度と言うことだが、立候補はあるか？ 

本日欠席している上原委員と佐藤小矢香委員のほうから、誰もいないよう

であればと立候補いただいている。また、渡井委員からも立候補いただい

ている。 

それでは他に立候補者がいないようなので、上原委員・佐藤小矢香委員・

渡井委員にお願いする。 

 

３．平成１９年度和光市男女共同参画年次報告書について 

 ⑴ 各種統計について 

事 務 局 

諸 橋 会 長 

事 務 局 

年次報告書各種統計について説明 

審議会の女性比率が下がっているが、何か原因はあるのか？ 

平成１７年度から下がったのは、埼玉県の方針が変わり、女性の多い民生
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諸 橋 会 長 

 

事 務 局 

 

渡 井 委 員 

事 務 局 

事 務 局 

諸 橋 会 長 

 

事 務 局 

 

事 務 局 

細 尾 副 会 長 

事 務 局 

 

細 尾 副 会 長 

 

事 務 局 

 

 

 

 

諸 橋 会 長 

 

事 務 局 

 

事 務 局 

 

 

委員・児童委員協議会を審議会として含めなくなったからからである。な

お、８月の現状値では３０％を超えている。また、目標値である５０％に

満たなかった審議会等の所管課へは均衡が図れなかった理由と今後の方

向性について調査し、年次報告書に掲載した。このことについてもワーキ

ングチームで検討していただきたい。 

その他、婚姻率は減っており、離婚率は増えている。また、保育園の待機

児童数が減っている。 

待機児童数が減ったのは、昨年度ハレルヤ保育園が開設されたことも影響

している。 

一時保育は増えているが、休日・病後児保育が減っているのはなぜか？ 

担当課に聞いたが、申請数が減っただけとのことだった。 

離婚率が増加したことについてどう思うか？ 

女性相談の内訳をみても、夫婦関係やＤＶの相談は減っている。逆に自分

自身など、メンタルな悩みが増えている。 

平成１９年度にＤＶ法が改正され、婦人相談センターや警察に直接相談に

行く人も増えているのでは。 

他市に比べて相談件数はどうなのか？ 

近隣市に比べて少ない。 

周知が足りないのか？悩みを抱える女性が少ないのか？需要はあると思

われる。 

相談室の場所が人目につきやすい１階の出入り口付近なのがよくないの

では。 

総合福祉会館にも相談室はあるが利便性が悪い。 

周知には力を入れていて、パンフレットを公共施設や市内病院の女性用ト

イレに設置しているので、２０年度には相談件数が増えてくると思う。ま

た、７月に女性相談の所管が総合相談室に変わったことにより、電話の受

付を女性が担当できるようになった。 

曜日が限られていることも影響している。女性センターがあればよいのだ

が。 

緊急の場合には、県の相談窓口を紹介するなど対応している。 

 

年次報告書各種統計について説明。１９年度はかなり評価があがってお

り、施策の内容もより具体的になっている。これは公民館に対してヒヤリ

ングを実施したり、他課についても具体的にアドバイス等をした結果であ

⑵ 平成１９年度男女共同参画施策評価調査表について 
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渡 井 委 員 

 

 

事 務 局 

 

 

細 尾 副 会 長 

 

 

事 務 局 

 

 

 

細 尾 副 会 長 

 

事 務 局 

細 尾 副 会 長 

事 務 局 

 

 

渡 井 委 員 

 

事 務 局 

細 尾 副 会 長 

 

諸 橋 会 長 

諸 橋 会 長 

事 務 局 

る。 

各課等の施策評価一覧のところで、市政情報課の１－１－１－２（広報の

活用と啓発資料の発行）「男女共同参画に欠ける表現などの指摘があった」

とあるが、人権文化課が指摘したのか。 

人権文化課でイラストの色や内容等についてアドバイスしている。これに

よって広報の担当者も意識が上がってきている。また、少し前から広報発

行前に男女共同参画の視点でチェックを入れる工程が増えた。 

総合福祉会館の１-１-１-３（図書による情報提供）「図書等の配備」で、

前回貸出しができないことを指摘したら蔵書を図書館に一部移行したと

のことだが、図書館にコーナーが設けられたのか？ 

移行する際に、一年くらいの一定期間ブックトラックにまとめてコーナー

を作ってもらっている。一定期間後は図書館の一般蔵書と同じ扱いにな

り、また新たな図書を総合福祉会館から移行し、ブックトラックに入れる

というサイクルになっている。 

しかし、条例にも男女共同参画の拠点の整備とあるので、拠点である総合

福祉会館で図書が借りられないのではよくない。 

総合福祉会館の図書コーナーには常設で職員を置いていないので難しい。 

コーナー入り口に非常勤の方がいるが頼めないのか。 

その職員は総合福祉会館の職員で男女共同参画の担当者というわけでは

ないので頼みにくい。総合福祉会館は保育室や授乳室など男女共同参画の

視点から見てもいい施設なので、利便性の向上も含め考えたい。 

図書館にいろいろなコーナーを随時作るのは難しいと思うので、男女共同

参画週間の時など、的を絞ってコーナーを設置しＰＲしてみてはどうか。 

その案は採用させていただく。 

総合福祉会館の図書コーナーだが、現状は新書と旧書というくくりで並べ

られているので、分野別に並べてほしい。 

場所といいインキュベーターといい課題があるようだ。 

講座については公民館の役割が大事だが、ヒヤリングとは何をしたのか？ 

評価４の実態や理由を聞いた。 

諸 橋 会 長 

 

 

 

公民館で４がついているのは主に１－４－１－３（暴力から身を守るため

の知識の習得）と２－１－１－５（施設の整備）と３－３－２－３（子ど

もの国際交流）だが、公民館は市民と近い立場にある。特に女性センター

のない市なので公民館の役割は重要である。ヒヤリングで分かった特徴

は？ 
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事 務 局 

 

 

諸 橋 会 長 

事 務 局 

諸 橋 会 長 

渡 井 委 員 

 

事 務 局 

 

 

諸 橋 会 長 

渡 井 委 員 

 

事 務 局 

諸 橋 会 長 

諸 橋 会 長 

情報不足が挙げられる。女性のための護身術講座等を提案したが、講師が

見つからないとのことだった。今後は人権文化課から情報提供をするなど

して公民館と協力して実施したい。 

男女共同参画ネットワークの活動は？ 

現状は年１回フォーラム時に協力してもらっている。 

拠点があればもっと活動しやすくなるのだが。 

学校教育課の１－４－２－３（加害者の暴力克服に対する情報提供）「資

料提供及び意識付け」とは具体的に何をしているのか？ 

男女共同参画週間時に条例パンフレット（暴力についても触れている）の

配布協力をしてもらっている。また、他団体からのポスター等も掲示して

いる。 

配るだけでなく何かあればよいが。 

人権文化課の１－１－３－４（刊行物マニュアルの作成）は進んでいるの

か？ 

平成２１年度から２２年度までの間に作りたい。 

県にはいいガイドラインがあるので参考にしてほしい。 

それでは後はワーキングチームのほうで議論していきたいと思う。 

 

４．第２回、第３回審議会の開催日について 

 ⑴ 第２回審議会 

  １２月８日（月）か９日（火）で調整 

 ⑵ 第３回審議会 

  １月２６日（月）か２７日（火）で調整 

 


